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第３期データヘルス計画・第 4 期特定健康診査等実施計画 

 

Ⅰ 基本的事項 

計画の趣旨 

 背景と目的 

  日本では、国民皆保険制度の下、誰もが高度な医療を受けることができる。医療技術の進歩

や急激な高齢化に伴い、医療費の増加傾向が続いている。今後も医療保険制度を持続可能なも

のとし、市民の皆さんが健康でいきいきとした毎日を送るためには、データを活用し被保険者

の特性に応じた働きかけが必要である。 

  また令和５年５月に厚生労働省より示された「国民健康保険保健事業の実施計画（データヘ

ルス計画）策定の手引き」により、データヘルス計画を都道府県単位で標準化する方針が示さ

れ、同年６月に東京都より「東京都区市町村国民健康保険データヘルス計画策定の手引き」が

示された。健康課題の抽出、計画全体の目的・目標設定、保健事業の構造の整理、個別保健事

業の設計といった計画策定の手順について要点が示されるとともに、国の手引きを踏まえた標

準化ツール、共通評価指標等が示されたことから、国・都の指針に基づき本計画を策定する。 

  本計画は、将来の被保険者数や医療費を見据え、効果的な保健事業等を、国保データベース

（KDB）システム、レセプト情報等の分析に基づき推進することで、被保険者の健康の保持増

進に取り組むことを策定の目的とする。また、医療費分析において共通することから、特定健

康診査等実施計画と一体的に策定する。 

 

 計画の位置づけ 

東大和市では、健康・医療情報を活用し PDCA サイクルに沿った効果的・効率的な保健事

業を図るため 、データヘルス計画を策定し実施してきた 。また 、健康増進及びメタボリッ

クシンドロームに着目した生活習慣病の予防のため 、特定健康診査等実施計画を策定し実施

してきた 。令和５年度をもって 、これらの計画が満了となることに伴い 、それまでの実施

状況を検証しつつ現状と課題を整理し 、 2 つの計画の整合性を図りながら 「 東大和市国民

健康保険データヘルス計画 」 ・ 「 東大和市国民健康保険第 3 期特定健康診査等実施計

画 」 を策定し実施している 。 

  

  【東大和市国民健康保険データヘルス計画】 

  第１期（平成２７年度～平成２９年度）：平成２５年内閣府「日本再興戦略」によりデータ

ヘルス計画の導入を受けた平成２７年厚生労働省「第１期データヘルス計画」（～平成２９年

度）による。 

  第２期（平成３０年度～令和５年度）：平成３０年厚生労働省「第２期データヘルス計画」

（～令和５年度）による。 

  第３期（令和６年度～令和１１年度）：令和６年厚生労働省「第２期データヘルス計画」（～

令和１１年度）による。 

  【東大和市特定健康診査等実施計画】 

  第１期（平成２０年度～平成２４年度）：高齢者の医療の確保に関する法（昭和５７年法律

第８０号）第１８条（特定健康診査等基本指針）及び第１９条（特定健康診査等実施計画） 

  第２期（平成２５年度～平成２９年度）：同上 

  第３期（平成３０年度～令和５年度）：同上 

  第４期（令和６年度～令和１１年度）：同上 
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 計画期間 

   令和６年度～令和１１年度 

 

 実施体制・関係者連携 

  庁内組織 

   企画政策課、財政課、地域包括ケア推進課、介護保険課、健康推進課、保険年金課高齢者

医療年金係 

 

  地域の関係機関 

   東大和市医師会、東大和市薬剤師会、市内医療機関等 

 

 

（１）基本情報 

 人口・被保険者  

被保険者等に関する基本情報                  （令和５年 3 月 31 日時点） 

    全体 % 男性 % 女性 % 

人口（人） 84,920    41,715    43,205    

国保加入者数（人）合計 16,763  100% 8,183  100% 8,580  100% 

  0～39 歳（人） 4,138  25% 2,094  26% 2,044  24% 

  40～64 歳（人） 5,796  35% 3,020  37% 2,776  32% 

  65～74 歳（人） 6,829  41% 3,069  38% 3,760  44% 

  平均年齢（歳） 53    52    54    

 

 地域の関係機関 

  計画の実効性を高めるために協力・連携する地域関係機関の情報 

 連携先・連携内容 

保健医療関係団体 東大和市医師会、東大和市薬剤師会、市内医療機関等：保健事業の計画策定及び実

施に当たり、報告や相談を行い、専門的見地から助言をいただく。糖尿病等重症化

予防事業においては、保健事業の指導内容につき市内のかかりつけ医に指導内容確

認書を記入していただき、かかりつけ医の指示のもと指導を行い、かかりつけ医に

報告を行うことで連携する。 

国保連・国保中央

会 

支援・評価委員：各国保連に設置された支援・評価委員との意見交換等を通じて、

幅広い専門的知見からの支援をいただくことで連携する。 

後期高齢者医療広

域連合 

保険年金課高齢者医療年金係：課内の係とフレイル予防事業対象者情報、糖尿病等

重症化予防事業対象者情報等を連携し、国民健康保険の保健事業、介護保険の地域

支援事業と連携したハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの双方の

取組を高齢者医療年金係において実施する。 

その他 東大和市国民健康保険運営協議会：保健事業の計画策定及び実施に当たり、報告や

相談を行い、幅広い構成員の見地から広く助言をいただく。 

 

 

 



5 

 

 

（２）現状の整理 

・保険者の特性  

  被保険者数の推移 

 
出典:国保データベース(KDB)システム「健診･医療･介護データからみる地域の健康課題」 

 

  年齢別被保険者構成割合 

 
 

 その他 

平成２８年 10 月、令和４年１０月に被用者保険の適用拡大が実施され、令和６年１０月

にも実施予定があり、今後さらに被保険者の減少が見込まれる。 

 

・前期計画等に係る考察 

令和２年１月から新型コロナウイルス感染症の感染拡大による医療機関の受診控えが生じ

た。令和５年５月８日に５類移行したが、医療費の推移から、受診控えによる反動等もみら

れる。また振り込め詐欺等への警戒から、被保険者と連絡がつかないケースが第２期計画時

点より多数生じた。引き続き、国保データベース（KDB）システム、レセプト情報等の分析
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に基づき、効果的な保健事業を推進することで、被保険者の健康の保持増進に取り組むとと

もに、被保険者と連絡がつく方法により保健事業の推進をすすめる。 
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令和３年度以降、東京都及び国と同様に一人当たり医療費が、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大による受診控えによる反動とみられる増加傾向がある。 

Ⅱ健康・医療情報等の分析と課題 

平均寿命・平均自立期間・標準化死亡比 等 

 平均余命は、ある年齢の人々がその後何年生きられるかという期待値を指し、ここでは 0 歳時

点の平均余命を示している。平均自立期間は、要介護 2 以上になるまでの期間を｢日常生活動作

が自立している期間｣としてその平均を算出したもので、健康寿命の指標の一つである。平均余

命と平均自立期間の差は、日常生活に制限がある期間を意味している。 

 令和４年度の当市の男性の平均余命は 81.9 年、平均自立期間は 80.3 年である。日常生活に

制限がある期間の平均は 1.6 年で、国も 1.6 年である。本市の女性の平均余命は 88.8 年、平均

自立期間は 85.5 年である。日常生活に制限がある期間の平均は 3.3 年で、国の 3.4 年よりも短

い傾向にある。 

 
参照データ：国保データベース(KDB)システム「地域の全体像の把握」 

対応する健康課題 No.：A 

 

 

医療費の分析 

医療費のボリューム（経年比較・性年齢階級別 等） 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

単位：円 
年度別 被保険者一人当たりの医療費 
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参照データ：国保データベース(KDB)システム「健診･医療･介護データからみる地域の健康課題」 

国保データベース(KDB)システム「地域の全体像の把握」 

国保データベース(KDB)システム「疾病別医療費分析(大分類)」 

対応する健康課題 No.：C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女年齢階層別 被保険者一人当たりの医療費(令和 4 年度) 

単位：円 
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疾病分類別の医療費 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

東京都及び国と大きく変わらない医療費構成比となっている。 
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参照データ：国保データベース(KDB)システム「地域の全体像の把握」 

国保データベース(KDB)システム「医療費分析(2)大、中、細小分類」 

対応する健康課題 No.：C  

 

 

 

 

 後発医薬品の使用割合 

 平成３０年度：ジェネリック医薬品普及率 （数量ベース）79.2% 

平成３１年度：ジェネリック医薬品普及率 （数量ベース）82.3% 

令和２年度：ジェネリック医薬品普及率 （数量ベース）82.5% 

令和３年度：ジェネリック医薬品普及率 （数量ベース）82.5% 

令和４年度：ジェネリック医薬品普及率 （数量ベース）84.3% 

 参照データ：委託会社「効果計算結果報告書」 

対応する健康課題 No.：D    
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 重複・頻回受診、重複服薬者割合 

 
  参照データ：委託会社「特許医療費分解による報告」 

                                              対応する健康課題 No.：G   

 

 

特定健康診査・特定保健指導の分析 

 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

参照データ：国保データベース(KDB)システム「地域の全体像の把握」 

                                                                               対応する健康課題 No.：A・B 

 

特定健診結果の状況（有所見率・健康状態） 

 東京都及び国と大きく変わらない健診有所見者状況(男女別･年代別)となっている。 

12 
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参照データ：国保データベース(KDB)システム「健診有所見者状況(男女別･年代別)」 

国保データベース(KDB)システム「メタボリックシンドローム該当者･予備群」 

                                                                                               対応する健康課題 No.：A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京都及び国と大きく変わらない

質問票調査の状況となっている。 

質問票調査の状況（生活習慣） 

 
参照データ：国保データベース(KDB)システム「質問票調査の状況」 

                 対応する健康課題 No.：H   
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特定健診対象者の生活習慣病治療状況(令和４年度)によると、４０歳～６４歳で健診・治療なし

が３７．６％、６５歳～７４歳で健診・治療なしが１２．８％である。健康状況等が不明な方の生

活習慣病等の発症を予防することが課題である。 

レセプト・健診結果等を組み合わせた分析 

 

 

 

 
参照データ：国保データベース(KDB)システム「糖尿病等生活習慣病予防のための健診･保健指導」 

対応する健康課題 No.：A    

介護費関係の分析 

 
参照データ：国保データベース(KDB)システム「地域の全体像の把握」 

             対応する健康課題 No.：I    

介護保険認定率、給付費等

の状況（令和４年度）による

と、国（１９．４％）及び都（２

０．７％）と比べ、２０．８%

と認定率が若干高い。また１

件当たりの給付費が都（５２，

４６１円）と比べ、５３，４５

８円と若干高い。 
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その他 

 

 

参照データ 

図表１ 

  国保データベース(KDB)システム「細小分類による医療費上位 10 疾病(令和 4 年度)」、標準

化ツール（国保データベース(KDB)システム）「HbA1c8.0%以上の者の割合」 

  出典：国保データベース(KDB)システム「医療費分析(2)大、中、細小分類」 

 

データ分析の結果 

  令和４年度の医療費を細小分類別にみると、医療費上位第１位は「糖尿病」で５．４％を占め

ている。 
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出典：標準化ツール（国保データベース(KDB)システム）「HbA1c8.0%以上の者の割合」 
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図表２ 

  生活習慣病等疾病別医療費統計(入院)(令和 4 年度) 

生活習慣病等疾病別医療費統計(外来)(令和 4 年度) 

 出典：国保データベース(KDB)システム「疾病別医療費分析(生活習慣病)」 

 

データ分析の結果 

  生活習慣病等疾病別医療費統計(入院)(令和 4 年度)及び生活習慣病等疾病別医療費統計(外

来)(令和 4 年度)によると、精神の疾病の医療費が入院で２位、外来で４位と高順位になっている

が、同疾患については専門性を有する治療を要することから、第１期データヘルス計画以来、か

かりつけの専門医の治療によるところとしている。引き続き同疾病については、被保険者の健康

の保持増進のため、かかりつけの専門医の治療によるものとし、その他の生活習慣病について保

健事業を行う。 
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Ⅲ 計画全体（分析結果に基づく健康課題の抽出とデータヘルス計画（保健事

業全体）の目的、目標、目標を達成するための戦略） 

 
 

A ✓ 1

B ✓ 2

C ✓ 3

D ✓ 4

E ✓ 5

F ✓ 6

G ✓ 7

H ✓ 8

I ✓ 9

令和４年度の特定健康診査の質問票調査の状況によると、当市は国（１２．７％）と比べ、１３．１％と喫煙習慣
がある者が若干多いことが課題である。

介護保険認定率、給付費等の状況（令和４年度）によると、国（１９．４％）及び都（２０．７％）と比べ、２
０．８%と認定率が若干高い。また１件当たりの給付費が都（５２，４６１円）と比べ、５３，４５８円と若干高
いことが課題である。

優先する
健康課題

対応する
保健事業

番号

令和４年度中の重複受診者の実人数が１４５人、頻回受診者の実人数が１８６人、重複服薬者の実人数が４０１人
と、多くの方が病状、治療、服薬等の生活習慣等のアドバイスが必要であることが課題である。

当市では、細小分類による医療費上位に糖尿病、高血圧性疾患が入っている。これらの治療を中断すると重症化
し、心疾患、脳血管疾患、腎不全に進行する可能性がある。特定健診対象者の生活習慣病治療状況によると、40
歳～64歳の被保険者では約５割の方が、65歳～74歳の方では約２割の方が生活習慣病の治療を行っていない。平
成27年度より生活習慣病治療中断者受診勧奨事業を行っているが、治療中断者の割合が高いことが課題である。

ジェネリック医薬品の普及率は、令和５年度末までに全ての都道府県で80％以上とする国の目標が定められてい
る（令和３年６月閣議決定）。当市は、国が掲げる目標値を達成しているが、ジェネリック医薬品普及率を上げる
ことで医療費の削減となることから、令和２年１２月に発覚した大手製薬会社のジェネリック医薬品の異物混入に
よるジェネリックへの信頼性への影響がある中、事業の維持・深化が課題である。

特定健診対象者の生活習慣病治療状況(令和４年度)によると、４０歳～６４歳で健診・治療なしが３７．６％、６
５歳～７４歳で健診・治療なしが１２．８％である。健康状況等が不明な方の生活習慣病等の発症を予防すること
が課題である。

透析患者が、令和２年度75人、令和３年度74人、令和４年度66人と推移している。当市の令和４年度の医療費を
細小分類別にみると、医療費上位第１位は「糖尿病」であり、透析関連の一人当たり医療費が年間約500万円と高
額であることから、被保険者の通院負担の軽減、医療費の適正化のために、新規人工透析患者の減少等が課題であ
る。

特定保健指導の対象者数は、約１１％で推移し、利用率は、約６％で推移している。特定保健指導の利用の意欲
は、質問票調査の状況によると都・国より若干高いものの、実際の利用にはつながっていないことが課題である。

当市では心疾患、脳梗塞等の生活習慣病から重症化した疾病に対する医療費が高い。特定健康診査の健診結果に異
常値があるにも関わらず、医療機関に受診せず放置すると、生活習慣病の重症化につながる。健診受診者の内、約
１割の方が健診異常値を放置し重症化のおそれがあることが課題である。

健康課題
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事業
番号

事業分類
重点・
優先度

1 特定健康診査 特定健康診査及び同受診勧奨事業
 重点

2 特定保健指導 特定保健指導事業
 重点

3 重症化予防（保健指導） 糖尿病等重症化予防プログラム事業
 重点

4 後発医薬品利用促進 重点

5 重症化予防（受診勧奨） 重点

6 重症化予防（受診勧奨） 重点

7 重複・頻回受診、重複服薬者対策 重点

8 健康教育・健康相談 重点

9 健康教育・健康相談 重点

事業名

ジェネリック医薬品利用差額通知事業

低栄養防止等フレイル対策通知事業

生活習慣病治療中断者受診勧奨事業

保健師等による健康相談事業

慢性閉塞性肺疾患(COPD)啓発事業

健診異常値放置者受診勧奨事業

計画
策定時
実績

2022
（R4)

2024
（R6 )

2025
（R7 )

2026
（R8 )

2027
（R9 )

2028
（R10 )

2029
（R11 )

ⅰ

生活習慣病の要因となる内臓脂肪型肥満と
高血糖、高血圧症、脂質異常症等のリスク
要因が重なるメタボリックシンドロームの
兆しを早期に発見し、生活習慣病等の発症
を予防する。

特定健康診査の受診率。
法定報告値で国が掲げる
市町村国保目標値（６
０％）の達成。

49.2% 50% 52% 54% 56% 58% 60%

ⅱ

特定保健指導の利用によって、メタボリッ
クシンドロームに該当する対象者のリスク
の軽減化を図り、生活習慣病等の発症を予
防する。

特定保健指導の利用率。

メタボリックシンドローム該
当者及び予備軍の減少率（特
定保健指導対象者の減少率）
平成２０年度比２５パーセン
ト以上。

法定報告値で国が掲げる
市町村国保目標値（６
０％）の達成。

メタボリックシンドロー
ム該当者及び予備軍の減
少率（特定保健指導対象
者の減少率）平成２０年
度比２５％以上。

６．４%

２９．３％

１５%

２５％以上

２４%

２５％以上

３３%

２５％以上

４２%

２５％以上

51%

２５％以上

60%

２５％以上

ⅲ 糖尿病等の重症化を予防する。

HbA1c8.0％以上の者の割
合。
指導完了者の生活習慣改善
率。
指導完了者の検査値改善率。
指導実施者の新規人工透析導
入者数。

特定健康診査受診者で
HbA1cの検査結果がある
者のうち、HbA1c8.0%
以上の者の割合。

指導後の結果から生活習
慣及び検査値の改善状況
を確認。

レセプトデータより新規
人工透析患者数を確認。

0.9％

62.5%

87.5%

0人

0.9％

90％

90％

０人

0.9％

90％

90％

０人

0.9％

90％

90％

０人

0.9％

90％

90％

０人

0.9％

90％

90％

０人

0.9％

90％

90％

０人

ⅳ

令和５年度末までに全ての都道府県で
80％以上とする国の目標を維持しつつ、
新たに国が掲げる予定である目標に向け事
業を深化する。

ジェネリック医薬品普及率(数
量ベース)

通知前後のジェネリック
医薬品普及率(数量ベース)
を確認。
※ジェネリック医薬品普
及率(数量ベース)：
　[後発医薬品の数量]／
([後発医薬品のある先発医
薬品の数量]+[後発医薬品
の数量])

84.3% ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上

ⅴ
通知、指導を行った者の医療機関受診率を
高め、生活習慣病の重症化を予防する。

医療機関受診率。

勧奨通知後、電話指導後
に、医療機関への受診の
有無をレセプトデータで
確認する。

4.1% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

ⅵ
通知、指導を行った者の医療機関受診率を
高め、生活習慣病の重症化を予防する。

医療機関受診率。

勧奨通知後、電話指導後
に、医療機関への受診の
有無をレセプトデータで
確認する。

11.1% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

ⅶ
通知、指導を行った者の受診行動を適正化
し、健康状態の悪化や医療費の増大を防止
する。

指導実施者の受診行動変容
率。

指導後に、医療機関への
受診が適切なものになっ
ているか、医療費の推移
をレセプトデータで確認
する。

83.3% ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上

ⅷ
通知、指導を行った者の禁煙を促し、禁煙
外来の受診を勧奨することで、対象者の健
康状態向上を図る。

対象者の医療機関受診者数。

勧奨通知後、電話指導後
に、禁煙外来または禁煙
外来相当の治療を行う医
療機関への受診の有無を
レセプトデータで確認す
る。

５人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人

ⅸ

低栄養関連疾患の治療を中断している方に
医療機関への受診勧奨通知を送付し、かか
りつけ医と連携しながら、フレイル予防を
行うことで、健康寿命の延伸･長期的観点
での医療費の適正化を図る。

対象者の医療機関受診率及び
保健指導の利用率併せて。

勧奨通知後、栄養相談実
施後に、医療機関への受
診の有無をレセプトデー
タで確認する。

30.2% ３０％以上 ３０％以上 ３０％以上 ３０％以上 ３０％以上 ３０％以上

計画全体の目的 優先的に解決すべき健康課題を把握し、被保険者の健康保持増進を図る。

指標の定義計画全体の目標 計画全体の評価指標

目標値
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Ⅳ 個別事業計画 

 

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 特定健康診査の受診率。 法定報告値。 49.2% 50% 52% 54% 56% 58% 60%

2

3

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1
対象者全員に１回以上勧奨す
る。

勧奨通知、全戸配布
の市報、公式HP等
を活用し対象者に１
回以上勧奨する。

４回
（通知、市報、
国保だより、市
公式HP等）

１回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上

2

3

事業の目的
生活習慣病の要因となる内臓脂肪型肥満と高血糖、高血圧症、脂質異常症等のリスク要因が重なるメタボリックシンドロームの兆しを早期
に発見し、生活習慣病等の発症を予防する。

事業 1 特定健康診査及び同受診勧奨事業

事業の概要
当該年度の4月1日時点で東大和市の国民健康保険に加入している40歳以上から75歳未満の対象者に受診券を送付し、受診に関する案内を
行う。特定健康診査の未受診者に対しては、受診勧奨を行う。

対象者 当該年度の4月1日時点で東大和市の国民健康保険に加入している40歳以上から75歳未満の対象者。

項目 No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

アウトカム指標

項目 No. 評価指標 評価対象・方法
目標値

計画策定時
実績

アウトプット指標

プロセス
（方法）

対象者の抽出を行い、受診券の送付を行う。そのほかに、市報、公式HP、ポスターの掲示等により周知を行う。

未受診者へ勧奨通知を送付するなど、対象者全員に１回以上勧奨する。

実施および
実施後の支援

実施形態 個別健診。

実施場所 東大和市、小平市、武蔵村山市医師会加入の医療機関の内、特定健康診査実施医療機関。

周知

勧奨

結果提供 健診実施後、受診した医療機関で対面で結果返却・説明。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

６月の受診券発送後、１２月下旬ごろまで。

データ取得 東大和市国民健康保険人間ドック等受診料助成申請においても、健診の受診結果を取得。

６５歳以上の単身世帯の方には、家にこもりがちにならないよう勧奨通知の内容を別途考慮する。

時期・期間

ストラク
チャー

（体制）

保険年金課で実施。同時実施の肝炎ウイルス検診、大腸がん検診については、健康推進課で実施。

個別健診を東大和市、小平市、武蔵村山市医師会に委託。

受診券・質問票等の作成、封入封緘を委託。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

庁内担当部署

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）

民間事業者

他事業 健康推進課の肝炎ウイルス検診、大腸がん検診の対象者については、特定健康診査と同時受診が行える体制。

その他の組織
国保連合会を通じ支援評価委員から事業について相談し助言をもらうほか、東京都の指導検査、意見交換会等を通じ事業について相談・助
言をもらう。

国民健康保険団体連合会 特定健康診査における審査支払業務を委託。
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1 特定健康診査の受診率。

2

3

1
対象者への通知率
（目標値:１００％）。

2

3

第2期の実績や振り返り

アウトプット指標

目標達成により、東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員会よ
り新たな指標の設定をすすめられたことを踏まえ、次期計画を策定する。

国民健康保険団体連合会 特定健康診査における審査支払業務を委託。

No. 評価指標

ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課で実施。同時実施の肝炎ウイルス検診、大腸がん検診については、健康推進課で実施。

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
個別健診を東大和市、小平市、武蔵村山市医師会に委託。

民間事業者 受診券の作成、封入封緘を委託。

その他の組織
国保連合会を通じ支援・評価委員から事業について相談・助言をもらう他、東京都の指導検査、意見交換会等を通じ事業について
相談・助言をもらう。

他事業 健康推進課の肝炎ウイルス検診、大腸がん検診の対象者については、特定健康診査と同時受診が行える体制。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

第2期データヘルス計画等の振り返り

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

アウトカム指標

当市の行政報告書ベースの受診率においても、６０％という目標を達成することはできなかっ
た。国より、評価指標を法定報告値（特定健康診査実施年度の翌年の１２月に国保データベース
（KDB）システムに集計・反映）とするよう標準化が要請されたことを踏まえ、次期計画を策定
する。

特定健康診査の受診率（当市の行政報告書ベース）
・平成３０年度：５０．７％
・平成３１年度：４９．５％
・令和２年度：４７．６％
・令和３年度：４６．２％
・令和４年度：４９．２％
令和２年１月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大による受診控えの影響により、受診率が低下した部分が見られる。今後の受診率の推移に注視し、事業を行う。

東大和市国民健康保険人間ドック等受診料助成申請においても、健診の受診結果を取得。

プロセス
（方法）

周知
対象者の抽出を行い、受診券の送付を行う。受診券の送付後に、対象者の特定健康診査の受診の有無について確認を行う。

勧奨 未受診者へ勧奨通知を送付するなど、対象者全員に１回以上勧奨する。

実施および
実施後の支援

実施形態 個別健診。

実施場所 東大和市、小平市、武蔵村山市医師会加入の医療機関の内、特定健康診査実施医療機関。

時期・期間 ６月の受診券発送後、１２月２０日まで。

データ取得

結果提供 健診実施後、受診した医療機関で対面で結果返却・説明。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
６５歳以上の単身世帯の方には、家にこもりがちにならないよう勧奨通知の内容を別途考慮する。
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2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 特定保健指導の利用率。 法定報告値。 6.4% 15% 24% 33% 42% 51% 60%

2

メタボリックシンドローム該
当者及び予備軍の減少率（特
定保健指導対象者の減少率）
平成２０年度比２５パーセン
ト以上。

メタボリックシンド
ローム該当者及び予備
軍の減少率（特定保健
指導対象者の減少率）
平成２０年度比２５％
以上。

29.3%
２５％以上 ２５％以上 ２５％以上 ２５％以上 ２５％以上 ２５％以上

3

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1
対象者全員に１回以上勧奨す
る。

勧奨通知、全戸配布の
市報、公式HP等を活用
し対象者に１回以上勧
奨する。

４回
（通知、市
報、国保だよ
り、市公式
HP等）

１回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上

2

3

対象者 特定健康診査受診者のうち、メタボリックシンドロームの判断基準に照らし、階層化された者。

初回面接 特定健康診査実施後の約２か月後に利用券の送付を行う。

事業の概要 特定保健指導の実施。

周知

実施および
実施後の支援

勧奨

実施場所 東大和病院附属セントラルクリニック

時期・期間 初回面談は、８月～３月までの間で行う。

加入者の特徴・属性に応じた効果的な指導を実施する。途中脱落を少なくし、特定保健指導の効果を高めるために、指導期間中の生活習慣や血圧等の
モニタリングを行う。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

実施後のフォロー・
継続支援

複数年該当になりそうな方には、継続で利用することの重要性を面談時に説明する。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

アウトカム指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

実施内容

庁内担当部署

事業 2 特定保健指導事業

事業の目的 特定保健指導の利用によって、メタボリックシンドロームに該当する対象者のリスクの軽減化を図り、生活習慣病等の発症を予防する。

ストラク
チャー

（体制）

保険年金課で実施。栄養相談の内容等、専門的な事項について健康推進課と連携。

目標値

アウトプット指標

プロセス
（方法）

対象者の抽出を行い、利用券の送付を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

未利用者へ勧奨通知を送付するなど、対象者全員に１回以上勧奨する。

No.

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）

民間事業者

他事業

その他の組織
国保連合会を通じ支援評価委員から事業について相談し助言をもらうほか、東京都の指導検査、意見交換会等を通じ事業について相談・助言をもら
う。

国民健康保険団体連合会 特定保健指導における審査支払業務を委託。

評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

東大和市医師会に委託。
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1 特定保健指導の利用率。

2

3

1
対象者への通知率
（目標値:１００％）。

2

3

国保連合会を通じ支援・評価委員から事業について相談・助言をもらう他、東京都の指導検査、意見交換会等を通じ事業について
相談・助言をもらう。

アウトカム指標

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

特定保健指導の利用率（当市の行政報告書ベース）
・平成３０年度：７．０％
・平成３１年度：１４．４％
・令和２年度：７．６％
・令和３年度：７．１％
・令和４年度：８．１％
特定保健指導の対象者からの意見として、新型コロナウイルス感染症による受診控えにより検査値等が悪化したため、まずは医療機関の受診から開始したいという声が複数寄せられ
た。特定保健指導においても、一定程度受診控えの影響があることが見込まれる。特定保健指導の利用者は、従来は高血圧の方が多かったが、令和４年度においては脂質異常の方が
目立つようになったと、指導実施機関から情報提供があった。引続き利用者の状態の把握に努め、効果的な事業を行う。

第2期の実績や振り返り

アウトプット指標

目標達成により、東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員会よ
り新たな指標の設定をすすめられたことを踏まえ、次期計画を策定する。

国民健康保険団体連合会 特定保健指導における審査支払業務を委託。

No. 評価指標

初回面談は、８月～３月までの間で行う。

ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課で実施。栄養相談の内容等、専門的な事項について健康推進課と連携。

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）

第2期データヘルス計画等の振り返り

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

当市の行政報告書ベースの利用率においても、６０％という目標を達成することはできなかっ
た。国より、評価指標を法定報告値（特定保健指導実施年度の翌年の１２月に国保データベース
（KDB）システムに集計・反映）とするよう標準化が要請されたことを踏まえ、次期計画を策定
する。

プロセス
（方法）

周知
対象者の抽出を行い、利用券の送付を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

勧奨 未利用者へ勧奨通知を送付するなど、対象者全員に１回以上勧奨する。

実施および
実施後の支援

初回面接 特定健康診査実施後の約２か月後に利用券の送付を行う。

実施場所 東大和病院附属セントラルクリニック

実施内容
加入者の特徴・属性に応じた効果的な指導を実施する。途中脱落を少なくし、特定保健指導の効果を高めるために、指導期間中の
生活習慣や血圧等のモニタリングを行う。

時期・期間

実施後のフォロー・
継続支援

複数年該当になりそうな方には、継続で利用することの重要性を面談時に説明する。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

他事業

東大和市医師会に委託。

民間事業者

その他の組織
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2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1
HbA1c8.0％以上の者の割
合。

HbA1c8.0％以上
の者の割合。

0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%

2
指導完了者の生活習慣改善
率。

指導後の結果から生
活習慣の改善状況を
確認。

62.5% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

3 指導完了者の検査値改善率。
指導後の結果から検
査値の改善状況を確
認。

87.5% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

4
指導実施者の新規人工透析導
入者数 。

レセプトデータより
新規人工透析患者数
を確認。

0人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

5

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 対象者への指導実施率
選定した対象者のう
ち保健指導を実施し
た人の割合

4.9% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

2

3

目標値

アウトカム指標

No.

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

評価指標 評価対象・方法

指導利用者で国民健康保険の被保険者である方については、２年目以降も引続き電話による指導を行う。

保険年金課で実施。

除外基準

重点対象者の基準

がん、精神疾患、難病、認知症、糖尿病透析予防指導管理料算定あり、内シャント設置術ありを除く。

腎機能が急速に悪化する時期といわれる３期、４期を中心に、特定健康診査の結果で複数の検査値で異常値が出ている者を優先する。

事業の概要

特定健康診査の健診結果とレセプトデータの分析よりⅡ型糖尿病を起因とした者のうち行動変容が表れやすい者に保健指導勧奨通知を送
付し、6か月の保健指導を実施した。指導内容確認書により、かかりつけ医の指示のもと指導を行い、指導内容を報告する連携を通し、
医療、生活の両面から支援を行った。指導後においても、検査値の推移、定期的な受診の有無等を電話にて聞き取りし、フォローアップ
を継続的に行った。

事業 3

事業の目的 糖尿病等の重症化を予防する。

糖尿病等重症化予防プログラム事業

国民健康保険団体連合会を通じ支援・評価委員から事業について相談・助言をもらうほか、東京都の指導検査、意見交換会等を通じ事業
について相談・助言をもらう。

計画策定時
実績

案内の送付、電話勧奨を行う。

目標値

アウトプット指標

プロセス
（方法）

周知

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
振り込め詐欺等と誤解されないよう市の事業であることが対象者に分かりやすくなるよう留意する必要がある。

民間事業者

他事業

指導内容確認書及び報告書を通じて、市内のかかりつけ医と連携。

東大和市医師会、東大和市薬剤師会。

庁内担当部署

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）

委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。

かかりつけ医・専門医

国民健康保険団体連合会 支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業について助言をもらう。

対象者

選定方法 特定健康診査の結果及びレセプト情報をもとに、糖尿病性腎症病気分類を判定し、２期～４期の方を選定する。

勧奨

実施後の支援・評価

ストラク
チャー

（体制）

その他の組織
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1
指導完了者の生活習慣改善
率。

2 指導完了者の検査値改善率。

3
指導実施者の新規人工透析導
入者数 。

4

5

1
対象者への通知率（目標値:１
００％）。

2
対象者への指導実施率（２
０％以上）

3
ICT面談者数（参加者の１
０％）

指導完了者の生活習慣改善率。
・平成３０年度：９５％
・平成３１年度：９２．９％
・令和２年度：１００％
・令和３年度：５０％
・令和４年度：６２．５％
指導完了者の検査値改善率。
・平成３０年度：４０％
・平成３１年度：４２．９％
・令和２年度：５０％
・令和３年度：５０％
・令和４年度：８７．５％
指導実施者の新規人工透析導入者数 。
・平成３０年度～令和４年度：０人
指導実施者からは、令和２年１月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響から、外出控えや受診控えにより検査値が悪化し、体調管理が難しくなったという声が複数寄せ
られた。そのため、令和２年度及び令和３年度は、改善意欲が高い方が指導に参加された一方で、改善率が目標値に届かなかったことが考えられる。令和４年度からは、改善率が高
まり、状況が好転している部分も見られることから、引き続き維持できるよう効果的な事業を行う。

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

アウトプット指標

目標達成により、東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員会よ
り新たな指標の設定をすすめられたことを踏まえ、次期計画を策定する。

第２期の期間において、目標に届かなかった（平成３０年度１３．１％、平成３１年度１０．
１％、令和２年度２．８%、令和３年度８．１%、令和４年度４．９％）が、令和２年１月から
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や、振り込め詐欺等の電話が対象者の家にかかり指
導を辞退された影響等が考えられる。参加勧奨の時期、方法等を見直し、指導実施率を高める施
策を検討する。

令和３年度に３１％の方がICTを活用した指導を実施した。今後さらなるICTの活用が社会的に進
むことが予想されることを踏まえ、支援・評価委員会からは目標達成につき新たな指標の設定を
すすめられた。このことを踏まえ、次期計画を策定する。

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

アウトカム指標

生活習慣改善率は、高い割合で推移していたが、令和２年１月からの新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の影響により、体調管理が難しくなったという参加者の声のとおり、改善が難しい状
況があったと考えられる。その影響があり、令和４年度も改善計画どおり生活することが難しい
という声があったが、随時改善目標を立て直すことで、改善率を上げることができた。引続き参
加者に効果的な事業となるよう見直しを行う。

改善率が高まったのは、複数の参加者の声にあったように新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、悪化した数値を改善したいという意欲の高い方が参加されたことが考えられる。引続き改善
に寄与するよう事業の見直しを行う。

引続き、目標を達成できるよう効果的な事業を行う。

国民健康保険団体連合会
東京都国民健康保険団体連合会に設置されている支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業について
助言をもらう。

第2期データヘルス計画の振り返り

プロセス
（方法）

周知 対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

案内の送付、電話勧奨を行う。

指導利用者で国民健康保険の被保険者である方については、２年目以降も引続き電話による指導を行う。

勧奨

実施後の支援・評価

委託会社で電話勧奨、指導を実施。

その他の組織
国保連合会を通じ支援・評価委員から事業について相談・助言をもらうほか、東京都の指導検査、意見交換会等を通じ事業につい
て相談・助言をもらう。

他事業

委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
振り込め詐欺等と誤解されないよう市の事業であることが対象者に分かりやすくなるよう留意する必要がある。

ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課で実施。

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会。

かかりつけ医・専門医 指導内容確認書及び報告書を通じて、市内のかかりつけ医と連携。

民間事業者

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
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2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1
ジェネリック医薬品普及率(数
量ベース)。

ジェネリック医薬品
普及率(数量ベー
ス)。

84.30% ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上

2

3

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 対象者への通知率。 対象者への通知率。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

3

その他の組織

他事業

民間事業者 委託会社より案内を送付。
ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課

国民健康保険団体連合会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

令和２年１２月に発覚した大手製薬会社のジェネリック医薬品への異物混入によるジェネリックへの信頼性へ影響を及ぼす事件があった。このような事件
について、東大和市医師会、東大和市薬剤師会、委託業者等と情報連携し、被保険者に資する事業を行う。

プロセス
（方法）

周知 対象者の抽出を行い、案内の送付を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

実施および実施後の支援 ジェネリック医薬品差額通知書を作成し送付する。通知送付後に対象者のジェネリック医薬品への切り替え状況（普及率）の確認を行う。

勧奨 案内の送付を行う。

アウトプット指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

アウトカム指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

事業の目的 対象者にジェネリック医薬品に関する正しい情報の提供を行い、先発医薬品からの切り替えを促進することで、普及率の向上及び医療費の適正化を図る。

事業の概要
レセプトデータから、ジェネリック医薬品の普及率が低く、ジェネリック医薬品への切り替えによる薬剤費軽減額が一定以上の対象者の特定を行う。対象
者に通知書を送付することで、ジェネリック医薬品への切り替えを促す。

対象者 ジェネリック医薬品への切り替えによる薬剤費軽減費用が100円以上となる者。

事業４ ジェネリック医薬品利用差額通知事業
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1
ジェネリック医薬品普及率(数
量ベース)。

2

3

1 対象者への通知率。

2

3

その他の組織

他事業

民間事業者 委託会社より案内を送付。
ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署

国民健康保険団体連合会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

保険年金課

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

ジェネリック医薬品差額通知書を作成し送付する。通知送付後に対象者のジェネリック医薬品への切り替え状況（普及率）の確認
を行う。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

令和２年１２月に発覚した大手製薬会社のジェネリック医薬品への異物混入によるジェネリックへの信頼性へ影響を及ぼす事件が
あった。このような事件について、東大和市医師会、東大和市薬剤師会、委託業者等と情報連携し、被保険者に資する事業を行
う。

プロセス
（方法）

周知

実施および実施後の支援

対象者の抽出を行い、案内の送付を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

勧奨 案内の送付を行う。

アウトプット指標

目標値に届いているが、大手製薬会社によりジェネリック医薬品への信頼性に影響を及ぼす事件
が起きたこと、ジェネリック医薬品の供給不足が起きたことから、改めてジェネリック医薬品に
ついて周知をするため目標を維持する。

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

アウトカム指標

令和５年度末までに全ての都道府県で80％以上とする国の目標を維持しつつ、新たに国が掲げる
予定である目標に向け事業を深化する。

ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)。
・平成３０年度：７９．３％
・平成３１年度：８２．３％
・令和２年度：８２．５％
・令和３年度：８２．５％
・令和４年度：８４．３％
ジェネリック医薬品の供給不足、ジェネリック医薬品への信頼を損なう製薬会社の事件等があったが、医師、薬剤師の多大なる支援のもと目標値を達成することができた。今後も保
険者である東京都、医師、薬剤師との連携を強め、令和５年度末までに全ての都道府県で８０％以上とする国の目標を維持しつつ、新たに国が掲げる予定である目標に向け事業を深
化する。

第2期データヘルス計画の振り返り



30 

 

 

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 医療機関受診率。
レセプトデータより受診状
況を確認。

4.1% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

2

3

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 対象者への通知率。 対象者への通知率。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

3

事業の目的
特定健康診査の健診結果から健康リスクが高い対象者に対して、早期治療等の実施に向けた医療機関への受診勧奨を行うことで、重症化
の予防や健康寿命の延伸を図る。

事業の概要
特定健康診査の受診後、健診結果に異常値があるにも関わらず医療機関への受診が確認できない対象者を特定し、通知書を送付し電話指
導を行うことで受診勧奨を行う。

対象者

選定方法 特定健康診査検査値の推移及びレセプトデータの分析から、健診結果に異常値があるにも関わらず、医療機関に受診していない者。

選定基準

健診結果による判定
基準

重点対象者の基準 特定健康診査の結果、異常値とされる結果が複数個ある者、異常値が高い者を優先する。

特定健康診査の検査値から、生活習慣病に関する異常がある者。

レセプトによる判定
基準

特定健康診査の検査値から、生活習慣病に関する異常があるにもかかわらず、生活習慣病に関する受診を行っていない者。

その他の判定基準

除外基準 がん、精神疾患、難病、認知症、人工透析等、他の治療を優先した方が良い者を除く。

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

事業 5 健診異常値放置者受診勧奨事業

アウトプット指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

アウトカム指標

実施および
実施後の支援

利用申込 申込不要。

実施内容
特定健康診査検査値の推移及びレセプトデータの分析から、健診結果に異常値があるにも関わらず、医療機関に受診していない者を特定
し、対象者へ糖尿病や脳血管疾患の今後の発症予測を記載した医療機関受診勧奨を行う。勧奨通知後、受診に向けた電話指導を行う。

勧奨 案内の送付、電話勧奨を行う。

実施後の評価 医療機関受診率。

実施後のフォロー・
継続支援

翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

時期・期間 ８月ごろから事業を開始。

場所 対象者が電話を受電できるところ。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課

プロセス
（方法）

周知 対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

国民健康保険団体連合会
東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業につい
て助言をもらう。

民間事業者 委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

かかりつけ医・専門医 健診実施医療機関、かかりつけ医

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

その他の組織
国民健康保険団体連合会を通じ支援・評価委員から事業について相談・助言をもらうほか、東京都の指導検査、意見交換会等を通じ事業
について相談・助言をもらう。

他事業
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1 医療機関受診率。

2

3

1 対象者への通知率。

2

3

勧奨

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

第2期データヘルス計画の振り返り

医療機関受診率。
・平成３０年度：１０．０％（８０人中８人）
・平成３１年度：９．０％（８９人中８人）
・令和２年度：４．１％（１９４人中８人）
・令和３年度：８．７％（１９５人中１７人）
・令和４年度：４．１％（１９３人中８人）
令和２年度に対象者が増加したのは、令和２年１月からの新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響と考えられる。引き続き対象者数にも注視し、適正な受診につながるよう
事業を行う。

第2期の実績や振り返り

アウトプット指標

目標値に届いているが、振り込め詐欺等への警戒から電話による指導について抵抗感が高く事業
の実施が難しい側面もあることから、通知によることが効果的であると考えられるので引き続き
目標を維持する。

No. 評価指標

アウトカム指標

対象者の増加にも注視し、引き続き、目標を達成できるよう効果的な事業を行う。

実施および
実施後の支援

利用申込 申込不要。

実施内容

特定健康診査検査値の推移及びレセプトデータの分析から、健診結果に異常値があるにも関わらず、医療機関に受診していない者
を特定し、対象者へ糖尿病や脳血管疾患の今後の発症予測を記載した医療機関受診勧奨を行う。勧奨通知後、受診に向けた電話指
導を行う。

プロセス
（方法）

周知 対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

対象者の選定 案内の送付、電話勧奨を行う。

実施後の評価 医療機関受診率。

実施後のフォロー・
継続支援

翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

時期・期間 ８月ごろから事業を開始。

場所 対象者が電話を受電できるところ。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課

国民健康保険団体連合会
東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業
について助言をもらう。

民間事業者 委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

かかりつけ医・専門医 健診実施医療機関、かかりつけ医

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

その他の組織
国民健康保険団体連合会を通じ支援・評価委員から事業について相談・助言をもらうほか、東京都の指導検査、意見交換会等を通
じ事業について相談・助言をもらう。

他事業
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2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 医療機関受診率。
レセプトデータより受診状
況を確認。

11.1% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

2

3

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 対象者への通知率。 対象者への通知率。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

3

事業 6

定期受診を中断している対象者に対して、医療機関への受診勧奨により、重症化の予防や健康寿命の延伸を図る。事業の目的

生活習慣病治療中断者受診勧奨事業

健診結果による判定
基準

レセプトによる判定
基準

選定方法
生活習慣病（高血圧・脂質異常・糖尿病）の治療をしている者で、継続的な治療をしていない者を特定し、通知書を送付し電話指導を行
うことで受診勧奨を行う。

その他の判定基準

利用申込

実施内容

時期・期間

過去に生活習慣病で定期的に受診していたが、定期受診が中断してしまった対象者を特定し、通知書を送付し電話指導を行うことで受診
勧奨を行う。

評価指標 評価対象・方法

がん、精神疾患、難病、認知症、人工透析等、他の治療を優先した方が良い者を除く。

電話指導の際に、特定健康診査の受診の有無を確認し、受診のある方へはその受診結果をもって医師へ相談するよう指導する。

生活習慣病（高血圧・脂質異常・糖尿病）の治療をしている者で、継続的な治療をしていない者。

評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

事業の概要

No.

重点対象者の基準

アウトカム指標

除外基準

選定基準
対象者

ストラク
チャー

（体制）

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

目標値

プロセス
（方法）

周知

アウトプット指標

場所

実施後のフォロー・
継続支援

実施後の評価

実施および
実施後の支援

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

No.

委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

保険年金課

東大和市医師会、東大和市薬剤師会

委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。

健診実施医療機関、かかりつけ医

その他の組織 国民健康保険団体連合会を通じ支援・評価委員から事業について相談・助言をもらうほか、東京都の指導検査、意見交換会等を通じ事業について相談・助言をもらう。

庁内担当部署

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）

民間事業者

他事業

かかりつけ医・専門医

対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

計画策定時
実績

目標値

翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

対象者が電話を受電できるところ。

医療機関受診率。

８月ごろから事業を開始。

特定健康診査検査値の推移及びレセプトデータの分析から、生活習慣病（高血圧・脂質異常・糖尿病）の治療をしている者で、継続的な
治療をしていない者を特定し、医療機関受診勧奨を行う。勧奨通知後、受診に向けた電話指導を行う。

申込不要。

案内の送付、電話勧奨を行う。勧奨

国民健康保険団体連合会
東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業につい
て助言をもらう。
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1 医療機関受診率。

2

3

1 対象者への通知率。

2

3

勧奨

第2期データヘルス計画の振り返り

医療機関受診率。
・平成３０年度：１４．６％（４８人中７人）
・平成３１年度：１９．１％（４７人中９人）
・令和２年度：４．４％（４５人中２人）
・令和３年度：１０．４％（４８人中５人）
・令和４年度：１１．１％（４５人中５人）
健診異常値放置者受診勧奨事業と異なり、令和２年度から対象者が大幅に増加するようなことはなかった。継続的に通院している者は、令和２年１月からの新型コロナウイルス感染
症による受診控えの影響があった中でも、医師の指導等により継続的な受診につながった部分が大きいと考えられる。引き続き対象者数にも注視し、適正な受診につながるよう事業
を行う。

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

アウトカム指標

対象者の動向にも注視し、引き続き、目標を達成できるよう効果的な事業を行う。

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

アウトプット指標

目標値に届いているが、振り込め詐欺等への警戒から電話による指導について抵抗感が高く事業
の実施が難しい側面もあることから、通知によることが効果的であると考えられるので引き続き
目標を維持する。

８月ごろから事業を開始。

場所 対象者が電話を受電できるところ。

実施後の評価 医療機関受診率。

プロセス
（方法）

周知 対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

対象者の選定 案内の送付、電話勧奨を行う。

実施および
実施後の支援

利用申込 申込不要。

実施内容
特定健康診査検査値の推移及びレセプトデータの分析から、生活習慣病（高血圧・脂質異常・糖尿病）の治療をしている者で、継
続的な治療をしていない者を特定し、医療機関受診勧奨を行う。勧奨通知後、受診に向けた電話指導を行う。

時期・期間

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

実施後のフォロー・
継続支援

翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

かかりつけ医・専門医 健診実施医療機関、かかりつけ医

民間事業者 委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。

その他の組織
国民健康保険団体連合会を通じ支援・評価委員から事業について相談・助言をもらうほか、東京都の指導検査、意見交換会等を通
じ事業について相談・助言をもらう。

他事業

国民健康保険団体連合会
東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業
について助言をもらう。
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2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 指導実施者の受診行動変容率。
レセプトデータより
受診状況を確認。

83.3% ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上

2

3

4

5

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 対象者への通知率。 対象者への通知率。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

3

4

5

その他の組織

他事業

民間事業者 委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。
ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課

国民健康保険団体連合会 東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業について助言をもらう。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

プロセス
（方法）

周知 対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

実施および実施後の支援 翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

勧奨 案内の送付、電話勧奨を行う。

アウトプット指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

アウトカム指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

事業の目的
多受診(重複受診、頻回受診、重複服薬)が確認できる対象者に対して、適切な医療機関へのかかり方について、専門職による指導を実施することにより、健
康寿命の延伸や医療費の適正化を図る。

事業の概要
レセプトデータの分析から、多受診(重複受診、頻回受診、重複服薬)が確認できる対象者を特定し、適切な医療機関へのかかり方について、専門職による指
導を行う。

対象者
重複受診者（ひと月に同系の疾病を理由に3医療機関以上に受診）、頻回受診者（ひと月に同一の医療機関に12回以上受診）、重複服薬者（ひと月に同系
の医薬品が複数の医療機関で処方され、処方日数が60日以上）。

事業７ 保健師等による健康相談事業
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1 指導実施者の受診行動変容率。

2

3

4

5

1 対象者への通知率。

2

3

4

5

委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

その他の組織

他事業

東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業について助言をもら
う。

民間事業者 委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。
ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署

国民健康保険団体連合会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

保険年金課

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

プロセス
（方法）

周知

実施および実施後の支援

対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

勧奨 案内の送付、電話勧奨を行う。

アウトプット指標

目標値に届いているが、振り込め詐欺等への警戒から電話による指導について抵抗感が高く事業の実施が難しい側
面もあることから、通知によることが効果的であると考えられるので引き続き目標を維持する。

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

アウトカム指標

指導を行えた者の行動変容率は、令和３年度を除き８０％を超えたが、令和４年度は検査結果の数値を理由とする
指導拒否の申出が指導実施者と同数程度あった。今後、検査結果等で改善も見込まれる可能性があるが、引き続き
対象者の動向を注視し効果的な保健事業を行う。

指導実施者の受診行動変容率。
・平成３０年度：９４．１％（１７人中１６人）
・平成３１年度：９０．９％（１１人中１０人）
・令和２年度：８６．４％（２２人中１９人）
・令和３年度：７５．０％（２０人中１５人）
・令和４年度：８３．３％（６人中５人）
令和４年度以降、通知を送り指導に至らなかった者で、新型コロナウイルス感染症の影響で受診控えをしたと報告があった。受診控え後、通院を再開したが思うように検査結果の数値が改善せず、複数の
医療機関にかかっている。数値が改善すれば特定の医療機関で受診することから、今は指導の必要性を感じないという意見があった。数値は急激に改善するものではないものもあること、薬の飲み合わせ
によっては健康を損ねるおそれがあるので、必ず医師や薬剤師に相談することと等を伝えたが、セカンドオピニオンと重複受診、頻回受診、重複服薬について、データ上で把握することは困難である。引
き続き、医師、薬剤師と連携し事業を行う。

第2期データヘルス計画の振り返り
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2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 対象者の医療機関受診者数。
レセプトデータより
受診状況を確認。

５人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人

2

3

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 対象者への電話勧奨数。
対象者への電話勧奨
数。

100人 100人 100人 100人 100人 100人 100人

2

3

その他の組織

他事業

民間事業者 委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。
ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課

国民健康保険団体連合会
東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業につい
て助言をもらう。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

令和３年６月より禁煙外来で使用されていた禁煙補助薬で出荷停止となったものがある。禁煙指導については、医療機関への受診を阻害
しないよう特に留意する。

プロセス
（方法）

周知 対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

実施および実施後の支援 翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

勧奨 案内の送付、電話勧奨を行う。

アウトプット指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

アウトカム指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

事業の目的 通知、指導を行った者の禁煙を促し、禁煙外来の受診を勧奨することで、対象者の健康状態向上を図る。

事業の概要
特定健康診査の質問票から喫煙者を抽出し、 COPD関連疾患や心不全等で受診している患者を除外した対象者にCOPDのリスク啓発を
行うことで禁煙を促し、禁煙外来の勧奨通知を送付し、電話で禁煙外来への受診勧奨・指導を行う。

対象者 特定健康診査の質問票で喫煙習慣のある者の内、COPD関連疾患や心不全等で受診している患者を除外した者。

事業８ 慢性閉塞性肺疾患(COPD)啓発事業
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1 対象者の医療機関受診者数。

2

3

1 対象者への電話勧奨数

2

3

委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

その他の組織

他事業

東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業
について助言をもらう。

民間事業者 委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。
ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署

国民健康保険団体連合会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

保険年金課

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
禁煙指導については、医療機関への受診を阻害しないよう特に留意する。

プロセス
（方法）

周知

実施および実施後の支援

対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

勧奨 案内の送付、電話勧奨を行う。

アウトプット指標

電話勧奨数の目標値に届いているが、受診者数の目標には届いていない。架電内容や時期等を見
直し事業を継続する。

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

アウトカム指標

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、慢性閉塞性肺疾患(COPD)啓発事業に関する問合
せが複数あり、積極的に受診したいという意見が初めて聞かれたが、目標には届かなかった。禁
煙は、対象者の健康状況の向上が図れることから、通知文の変更をするなど見直しをする必要が
ある。

対象者の医療機関受診者数。
・平成３１年度：１４人
・令和２年度：１４人
・令和３年度：５人
・令和４年度：５人
平成３１年度より事業を開始し、令和２年度から電話勧奨・指導を行っている。令和２年１月からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、慢性閉塞性肺疾患(COPD)啓発事
業に関する問合せが複数件あったが、受診にまではつながっていない状況がみられる。支援評価委員会より慢性閉塞性肺疾患(COPD)啓発事業については、たばこ本体の値段が影響
するため、たばこの値上がりを踏まえて事業を見直した方がよいと助言をいただいている。引き続き、医師、薬剤師と連携を深めるとともに、たばこの値段にも注視し事業を検討す
る。

第2期データヘルス計画の振り返り
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2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1
対象者の医療機関受診率及び
保健指導の利用率併せて。

レセプトデータより
受診状況を確認。

30.2% ３０％以上 ３０％以上 ３０％以上 ３０％以上 ３０％以上 ３０％以上

2

3

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

1 保健指導の利用率。 保健指導の利用率。 18.9% 15％以上 15％以上 15％以上 15％以上 15％以上 15％以上

2

3

その他の組織

他事業

民間事業者 委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。
ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 保険年金課

国民健康保険団体連合会
東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業について助言を
もらう。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）
委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

通知文中に専門的なカタカナ用語（フレイル、サルコペニア等）が分かりにくいこと、低栄養という言葉のみでは対象者に誤解を与えたことか
ら、カタカナ用語を使わず詳細な説明書きをする等、留意する必要がある。

プロセス
（方法）

周知 対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

実施および実施後の支援 翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

勧奨 案内の送付、電話勧奨を行う。

アウトプット指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

アウトカム指標

No. 評価指標 評価対象・方法
計画策定時

実績

目標値

事業の目的
低栄養関連疾患の治療を中断している方に医療機関への受診勧奨通知を送付し、かかりつけ医と連携しながら、フレイル予防を行うことで、健康
寿命の延伸･長期的観点での医療費の適正化を図る。

事業の概要
特定健康診査の健診結果とレセプトデータを分析し、栄養失調、骨粗鬆症等の低栄養関連疾患の治療を中断している者に医療機関への受診勧奨通
知を行い、希望者に対して低栄養状態に関する保健指導を行う。

対象者 栄養失調、骨粗鬆症等の低栄養関連疾患の治療を中断している者。

事業９ 低栄養防止等フレイル対策通知事業
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1
対象者の医療機関受診率及び
保健指導の利用率併せて。

2

3

1 保健指導の利用率。

2

3

委託会社で電話勧奨、指導を実施することから、振り込め詐欺等と誤解されないよう留意する必要がある。

その他の組織

他事業

東京都国民健康保険団体連合会に設置されている保健事業支援・評価委員からの助言に際し、国民健康保険団体連合会からも事業
について助言をもらう。

民間事業者 委託会社より案内を送付し、電話勧奨、指導を実施。
ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署

国民健康保険団体連合会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

保険年金課

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師会・

栄養士会など）
東大和市医師会、東大和市薬剤師会

翌年度も事業対象となった方にも案内を送付する。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目標

等）

通知文中に専門的なカタカナ用語（フレイル、サルコペニア等）が分かりにくいこと、低栄養という言葉のみでは対象者に誤解を
与えたことから、カタカナ用語を使わず詳細な説明書きをする等、留意する必要がある。

プロセス
（方法）

周知

実施および実施後の支援

対象者の抽出を行い、案内の送付、電話勧奨・指導を行う。そのほかに、市報、公式HP等により周知を行う。

勧奨 案内の送付、電話勧奨を行う。

アウトプット指標

令和２年度より開始した保健指導の利用率は、令和２年度６．３％、令和３年度４．７％、令和
４年度１８．９％となった。令和４年度の利用者の中には、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響から家にこもりがちになり、心身の不調を感じたため栄養相談したいという声が複数
あった。引き続き利用率が向上するよう事業の見直しを行う。

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

No. 評価指標 第2期の実績や振り返り

アウトカム指標

通知文と電話勧奨・指導を一体的に行うことで、目標に届いたが、引続き維持できるよう事業の
見直しを進める。

対象者の医療機関受診率及び保健指導の利用率併せて。
・平成３１年度：１２．１％（通知のみ。医療機関での個別の栄養相談希望はなし。）
・令和２年度：２５％
・令和３年度：１８．６％
・令和４年度：３０．２％
平成３１年度より事業を開始した。通知文をもとに対象者が個別に医療機関へ栄養相談に行くことを計画した事業であったが、専門的なカタカナ用語等が分かりにくかったこと等か
ら栄養相談の実績はなかった。そこで令和２年度から委託業者による電話勧奨・指導（栄養相談）を行い、通知文と直接関連して行うように事業を見直すことで改善を進めた。引き
続き、目標に届くよう事業の見直しを行う。

第2期データヘルス計画の振り返り
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V その他 

計画の評価・見直 

し 

 本計画の評価については、関係機関と連携し、計画（Plan）に基づき、保 

健事業を実施（Do）したことに対し、達成状況をはじめ、有効性、効率性 

等の観点から分析・評価（Check）を行い、その評価結果をもとに保健事業 

の見直しや改善を行う（Act）。計画期間の中間に当たる令和８年度に中間 

評価を行い、次期計画に反映させる PDCA サイクルを行う。 

また、本計画の見直しについては、保健事業実施後、目標に対する進捗状 

況の確認を行い、事業内容の見直しや改善をすすめる。達成状況について分 

析等、計画の進捗・成果に関する評価を行い、その結果を次期計画に反映で 

きるようすすめる。 

計画の公表・周知 

市公式ホームページへの掲載、窓口への設置等により、本計画を公表、周 

知。 

個人情報の取扱い 

 個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する各種法令、ガイ 

ドラインに基づき適切に管理する。また、業務を外部に委託する際も同様に 

取り扱われるよう委託契約書に定めるとともに、委託先に対して必要かつ適 

切な管理･監督を行い、個人情報の取扱いについて万全の対策を講じる。 

地域包括ケアに係 

る取組 

国より、令和２年４月から｢高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施｣ 

が、令和６年度までに全ての市区町村で行われるよう要請された。当市では

令和３年度より高齢者の心身の多様な課題に対応するため、個別的支援（ハ

イリスクアプローチ）及び、通いの場等への積極的な関与（ポピュレーショ

ンアプローチ）を開始した。 

 東京都後期高齢者医療広域連合において、一体的実施事業については、

「後期高齢者の健康状態は個人差が大きい傾向があり、疾病の重症化予防と 

活機 維持など医療と介護の両面にわたるニーズを有している。一体的実施

は、高齢者の保健事業の中心を担う事業であり、今後、高齢者の健康保持・

増進、フレイル・介護予防の重要性が、益々高まることを踏まえ、重点事業

として位置付ける。効果的な高齢者保健事業が展開できるよう、実施主体と

なる市区町村と十分な連携を図り、市区町村の実情に合わせた事業を推進し

ていく。」（出典：第 4 期東京都後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施

計画データヘルス計画（令和６年度～））としていることから、保険年金課

高齢者医療年金係、地域包括ケア推進課等と連携し、引続き被保険者の健康

の保持増進に資する事業をすすめる。 

その他留意事項 

医療費の分析、保健事業の実施においては、新型コロナウイルス感染症に

よる影響（令和２年１月）、大手製薬会社のジェネリック医薬品への異物混

入によるジェネリックへの信頼性への影響（令和２年１２月）、大手製薬会

社の禁煙治療薬の出荷停止による影響（令和３年６月）等、留意する必要が

ある。 

 


